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目的と概要 

棄物のうち家庭系ごみの中の約１／４（重量比）を占

みについては、一部の地域では資源化が行われている

大部分の地域においては焼却処理や埋立処分されてい

あり、循環型社会の形成が求められる今日において更

用の促進が求められています。 

み集積場周辺における生ごみの悪臭、害虫、鳥獣被

環境悪化や、積雪寒冷地である北海道の気象条件によ

のごみ集積場の管理など、ごみ出し・ごみ収集は地域

負担となっています。同時に市民生活におけるごみ捨

軽減や台所の衛生面の改善、生活様式の変化から、家

み粉砕器（以下、ディスポーザーと称する）導入の要

ます。 

ーザーには、ディスポーザーで粉砕された厨芥（以

スポーザー排水）を直接下水道管渠へ排出して生活排

に下水処理場で処理する直投型ディスポーザーと、生

または固液分離装置を設置してディスポーザー排水を

排出する前に処理する処理槽付きディスポーザー（デ

ザ排水処理システム）があります。(図 1.1 参照) 

ィスポーザーを導入する場合は、家庭から排出され

既存の下水道システムで収集・処理されることとなる

み処理システムで処理される厨芥量が減少してごみ処

るコスト、温室効果ガス、エネルギー消費量の削減に

一方で、ディスポーザー排水を受ける下水道システム 

における下水道およびごみ処理事業の概要 

道事業の概要 

普及は順調に推移して平成 16 年度末

174市町村で供用されており、下水道処

及率は86.6％と全国平均の68.1％に比

全国第５位となっています。(図 2.1～図

) 

処理することによって発生する汚泥量に

、下水道の普及に伴って増加していまし

年では横ばい傾向になっています。 

から排出された汚泥は、以前は埋立処分

事が多かったのですが、現在では肥料と

地利用する、あるいは改良埋戻材やセメ

などとして建設資材利用するなどの有効

増加しています。（図2.３参照） 

社会の形成のために下水汚泥も資源とし

用を推進しており、下水汚泥リサイクル

平均の67％に対して北海道では79％に

ます。 
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ではコスト、温室効果ガス、エネルギー消費量が増大する可能

性があります。 

さらに現在の下水道施設がディスポーザー導入により増加す

る負荷に対応できるかという基本的な問題が不明確であったの

で、我が国の多くの自治体では直投型ディスポーザーの設置に

対し、制限あるいは自粛要請している現状にあります。 

国土交通省などでは、平成 12 年度から４年間、北海道歌登

町をモデル地域として分流式下水道の一部に直投型ディスポー

ザーを設置し、下水道システム・ごみ処理システム・町民生活

等への影響を評価する社会実験（以下、「歌登町社会実験」）を

実施してきました。社会実験の最終成果である「ディスポーザ

ー導入社会実験に関する調査報告書」と他都市における調査結

果等を踏まえ、平成 17年 7月に「ディスポーザー導入時の影

響判定の考え方」をとりまとめて公表しています。この歌登町

社会実験において、これまでのごみ集積場などにおける問題点

の解決だけではなく、トータルでの処理コストの削減と循環型

社会形成へ向けたリサイクルシステムの構築について一定の有

効性が見られたと報告がありました。また、この報告を受けて

一部の都市ではディスポーザーを認めるところも現れてきまし

た。 

このような経過や背景を受けて、北海道では行政規模や地域

条件、下水道システムやごみ処理システムの特徴を勘案して複

数の都市をモデル都市として選定し、ディスポーザー導入に関 

わる広域的な基礎調査を行って影響を予測す

ることとし、その結果をとりまとめました。 

調査内容としては、モデル都市に対して地域

住民の導入意識を調査するためのアンケート

を実施するとともに、ディスポーザーを導入

した場合に増大する下水道事業者の費用と削

減する清掃事業者の費用の行政コスト評価、

ディスポーザー導入により発生量が増加する

汚泥の有効利用調査、合流式下水道への影響

調査を行いました。 

以下に各調査結果の概要を報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ディスポーザー 

台   所 

風呂・洗濯等 

便   所 

公共下水道 

ごみ ディスポーザ 

台   所 

風呂・洗濯等 

便   所 

公共下水道 

生物処理装置、

機械処理装置等

標準的なディスポーザ排水処理システム 

直投型ディスポーザー】 【ディスポーザ排水処理システム】 

図 1.1 広義のディスポーザーの種類 
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図 2.1 下水道処理人口普及率の推移（出典：「北海道の下水道」より） 
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2.2 ごみ処理事業の概要 

過去 10 年間における北海道のごみ(一般廃棄物)総

排出量は減少傾向にあります。一人一日当たりごみ排

出量についても減少傾向にあり、平成 15 年度では

1,254g／人・日でしたが全国平均との差は未だ大き

い状況です。ごみ処理方法では、直接焼却量は大きな

変動はなく推移していますが、直接最終処分は減少し

ており、資源化については増加傾向にあります。最終

処分量や一人一日当たり最終処分量についても年々減

少していますが、処分量の内訳では直接最終処分量の

割合が大きい状況です。リサイクル率は年々上昇して

おり、平成 15 年度では 14.0％でした。全国平均で

は 16.8％ですが、その差は縮まりつつあります。た

だし、市町村別リサイクル率の状況は最高は 68.0％

から最低は 0％と、非常に格差が大きい状況でもあり

ます。（図2.４～図2.6 図参照） 

北海道では国の循環型社会形成推進基本計画の趣旨、

最新の廃棄物の排出等の実態などをふまえ、平成 17

年 3月に「北海道循環型社会推進基本計画」を、この

基本計画の廃棄物の処理に関する計画として「北海道

廃棄物処理計画」を改定しました。 

前者は、循環型社会（みんなで創る循環と共生の大

地）の形成に向け長期的な展望に立った総合的な計画

であり、後者は一般廃棄物及び産業廃棄物の発生・排

出抑制、再生利用等による減量、適正処理に関する施

策の推進を図るための基本的事項などを定めています。 

また、基本計画において重要な施策の一つとして掲

げたバイオマスの利活用を推進するため、「北海道バイ

オマスネットワーク会議」を平成17年 9月に設立す

るなど、循環型社会の形成に向けて様々な取り組みを

行っています。 
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図 2.2 都道府県別下水道処理人口普及率（出典：「北海道の下水道」より） 

図 2.5 
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図 2.3 下水汚泥の処分利用割合（北海道） 
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（ごみの総処理量＋集団回収量） 



３．ディスポーザー導入意識調査 

家庭生ごみを対象とした直接投入型ディス

ポーザーを導入する場合の意識調査として、

モデル都市として選定した地域の各家庭に対

してアンケート調査を実施しました。 

モデル都市は行政人口規模や気象条件、下

水道およびごみ処理システムの特徴などから

表3.1 に示す5都市6地区を選定し、表3.2

に示す調査票の構成にてアンケートを作成し

ました。 

選定しましたモデル都市において無作為に

地区を選定して 6,300 世帯に直接配布し、

返信封筒を同封して郵送によりアンケートの

回収を行った結果、1,631世帯より回答をい

ただきました。回収率は25.9％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答者の属性】 

回答者の属性では、女性による回答が約６割、年齢層では50

～60代が多く、家族数では２人以下が半数を超えており、また、

回答者の住宅形態は戸建てが約 8 割、マンションなどの集合住

宅が約2割となっております。 

【現在の生ごみの処理状況】 

ゴミステーションへ持って行くという回答が約 7 割、庭に埋

めるなどして堆肥にしていると回答が３割でした。夏は堆肥に

冬はゴミステーションへという回答も多くありました。 

また、ごみ出しの回数は週2回が5割を超え、次いで週1回

が約3割でした。 

ゴミステーションまでの距離については、とても近いという

回答が 9割を超え、距離に関わらず今後もゴミステーションへ

持って行くという回答も 8割を超えていたことから、ゴミステ

ーションまでの距離とごみ出し労力については大きな課題とは

なっていない状況と言えます。 

また、生ごみの保管場所についてでは、貯めておく場所が小

さい、悪臭や害虫が発生という回答がいずれも１割程度(複数回

答)でしたが、集合住宅の方では保管場所が小さく困っていると

いう回答が多くありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ゴミステーションの現状】 

ゴミステーションでの悪臭発生やカラス被害などに対して不

快で我慢できない、あるいは不快であるが我慢しているという

回答が約 5割でした。また、その他にごみ出しルールを守らな

い人への苦情が約 3割、収集の時間帯が自分の生活時間帯に合

わないが約１割(複数回答)などの意見がありましたが、人口規模

での差はありませんでした。 

【ディスポーザー導入意識について】 

ディスポーザー設置によって、家の中での保管場所や悪臭発

生、ごみ出し回数やゴミステーションでの悪臭やカラス被害な

どについてのメリットについては、とても期待する、ある程度

期待すると言う回答を併せると約 7割程度であり、その利便性

は理解されている結果でした。 

電気料金や上下水道料金の増加に対しては約 8 割、装置の故

障やトラブルに対しては約 9割、川や海への環境面に対しても

約8割の方が気になるという結果でした。 

特性を提示した上での導入意識については、便利そうで興味

があるという回答は約 3割、便利そうだがなくても構わないと

いう回答が５割を超えている結果でした。 

また、利便性に対する支払い意思額としては、購入費につい

ては 3万円までとの回答が８割を超える結果であり、使用料に

ついては払いたくない、世帯当たり月当たり100円まで、200

円まで、500円までという回答がいずれも2割前後という結果

でした。

アンケート提示内容 
 

【ディスポーザー写真、設置概要図】

【 デ ィ ス ポ ー ザ ー の 機 能 】

【 デ ィ ス ポー ザ ー 利 点・ 欠 点 】

【 使 用 上 の 留 意 点 】

投入禁止の生ごみ例 

使用料金として課金の発生 

初期投資の必要性など 

表 3.2 ディスポーザー導入意識調査票の構成 

アンケート対象者の属性分類 
＜マークシート方式＞ 

【 家 族 構 成 】世帯人員、性別、年齢、職業 

【 生 活 様 式 】自炊頻度 

【 住 宅 様 式 】集合住宅(集合住宅は居住階)、戸建住宅の別 

【ごみ集積場現状】概算距離(集合住宅は居住棟からの概算距離) 

移動経路地形(平坦・坂)、鳥獣被害の有無 

【生ごみ堆肥化 

・減量化現状】屋外堆肥化容器の有無、家電生ごみ処理機の有無

アンケート項目 
＜マークシート方式＞ 

【利便性・衛生面の改善に対する意識調査】ごみ捨て労力軽減、台所生ごみ削減、悪臭ハエ発生の軽減など 

【ごみ集積場の環境改善に対する意識調査】鳥獣被害低減、悪臭汚汁発生低減、集積場除雪頻度低減など 

【使用上のトラブル・問題に対する意識調査】作動騒音・振動発生、排水設備閉塞、故障発生、安全性など 

【 料 金 の 増 減 に 対 す る 意 識 調 査 】個人設置、市町村設置の違いによる料金徴収方法の差、導入に

よる電力・上下水道料金の増加、ごみ料金の削減、既存下水道

施設の改良発生時における費用負担など 

【 支 払 意 思 額 調 査 】初期投資額、月当たり使用料金、ごみ捨て労力の軽減、台所の

衛生面の改善、ごみ集積場の環境改善、周辺環境への影響緩和 

表 3.1 モデル都市の概要と特徴 

下水道システムの特徴 
都市名 

行政人口 

規 模 事業種別 水処理方式 汚泥処理方式 汚泥処分・有効利用 消化ガス利用 合流区域 

Ａ都市 大 単独公共 標準活性汚泥法 濃縮＋消化＋脱水＋焼却 陸上埋立(全量) ガス発電＋加温 一部有り 

Ｂ都市  単独公共＋流域 標準活性汚泥法 濃縮＋消化＋脱水＋(乾燥) 緑農地利用（全量） 加温 一部有り 

Ｃ都市  単独公共 標準活性汚泥法 濃縮＋消化＋脱水 陸上埋立＋緑農地利用 ガス発電＋加温 一部有り 

Ｄ都市  単独公共 標準活性汚泥法 濃縮＋消化＋脱水 緑農地利用（全量） 加温 一部有り 

Ｅ都市 a地区  単独公共 ｵｷｼﾃﾞｰｼｮﾝﾃﾞｨｯﾁ法 濃縮＋脱水 緑農地利用（全量） 加温 無し 

Ｅ都市 b地区 小 単独公共 ｵｷｼﾃﾞｰｼｮﾝﾃﾞｨｯﾁ法 濃縮＋脱水 緑農地利用（全量） 加温 無し 
 

ごみ処理システムの特徴 
都市名 

有料化 収集方法 可燃ごみ（生ごみ）処理主体 可燃ごみ（生ごみ）処理方法※ 余熱利用 

Ａ都市 未実施 ステーション 市（単独処理） 焼却処理(全連)後、埋立処分 発電＋温水利用 

Ｂ都市 実施 ステーション 組合（近隣町村と広域処理） 焼却処理(全連)後、埋立処分 発電＋温水利用 

Ｃ都市 実施 ステーション 市（単独処理） 焼却処理(全連)後、覆土材利用 発電＋温水利用 

Ｄ都市 未実施 戸別収集（一部ステーション） 市（単独処理） 全量、埋立処分 － 

Ｅ都市 a地区 未実施 ステーション 広域連合（近隣町村と広域処理） ガス化溶融処理(全連)後、資源化 発電＋温水利用 

Ｅ都市 b地区 実施 戸別収集 組合（近隣町村と広域処理） 焼却処理(准連)後、埋立処分 温水利用 

※表中、全連：連続燃焼式(24 時間／日運転)・准連：准連続燃焼式(16 時間／日運転)を言う 

－3－ 



【アンケート結果全般について】 

各モデル都市において回答者の属性に多少差があり、また、

各地域の実情から生ごみ処理の現状やゴミステーションの現状

においても多少差がありましたが、ディスポーザーに期待する

ことや気になることについての回答は都市による差異は見られ

ませんでした。また、便利そうなので興味があるという回答は

いずれの都市においても約３割という結果でした。 

アンケート自由記入欄にも多くの意見が寄せられ、川や海へ 

４．モデル都市における行政コスト比較 

モデル都市においてディスポーザーを導入した

場合の下水道システム、ごみ処理システム、使用

者への影響などについて行政コスト面の試算を

行いました。なお、ディスポーザーの普及率はア

ンケート調査結果や海外での普及実績を考慮し

て、100％普及ならびに50％普及時について検

討を行いました。また、歌登町社会実験やその 

他の調査事例よりディスポーザー導入時に各家庭より下水道へ

投入される生ごみ量やディスポーザー使用に伴い増加する水道

使用量を設定しました。他に事業系におけるディスポーザーの

利用については、排出厨芥量が多く、かつ、衛生面を重視する

飲食店においては利用する可能性が大きいが、その他の業種で

は必要性に乏しいと考えて、事業系については飲食店だけで使

用するとして設定しました。 

検討の主な前提条件を表4.1 に示します。 

4.1 下水道システムへの影響 

下水道システム(管渠施設・ポンプ場施設・処理施設)への影響

検討では、先の前提条件をもとにディスポーザー排水が下水道

へ投入された場合に主にコスト面で影響が生じる事項を現在の

運転データから試算しました。 

主な試算結果を以下に示します。 

・管渠施設ではディスポーザー導入後の SS 増加分に比例して

管渠内堆積物量が増加すると設定した結果、約 10～15％増

加 

・ポンプ場沈砂、し渣量も管渠内堆積物同様に SS 増加分に比

例して増加すると設定した結果、約10～15％増加 

・処理施設への流入水量への影響は、約0.7～2.3％増加 

・処理施設流入水質への影響は、BOD13～19％、SS12～24 

％、COD15～18％とそれぞれ増加 

・発生汚泥量への影響は、9～26％増加 

・水処理施設への影響は流入負荷量増加による影響が大きいが、

維持管理面で対応可能 

・汚泥処理施設への影響は水処理施設より大きいものの、運転

時間の延長などで対応可能 

・上記よりディスポーザー導入の影響による施設増設や改造な

どの必要はないと考えられる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の環境面に対する影響を気にする意見や、生ごみは堆肥として

利用すべきとするリサイクルを気にする意見が多く、また、住

民への費用負担増を気にする意見が多くありました。特に高齢

者で年金生活されている方の回答では費用負担増になっても払

えないという切実な意見もありました。 

また、海外旅行などでディスポーザーを利用した経験のある

方からは、導入を前向きに検討するべきだと言う意見もあり、

すでにディスポーザーを利用しているという方も数人いました。 
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項目 算

管渠・ポンプ場 管渠やポンプ場にお

処理場(支出) 処理場における維持
シ
ス
テ
ム 

下
水
道 

処理場(収入) 処理場における収入

収集運搬 生ごみ減量による収

中間処理 生ごみ減量による中

売電収入 ごみ発電による余剰
シ
ス
テ
ム 

ご
み
処
理 

最終処分場 増加する残余年数分の残存価格 
例）

－4－ 
表 4.1 試算における主な前提条件 

 下水道区域内 ※現況における人口 

100％・50％普及 アンケート結果や先進地実績より 

量 130(ｇ／人・日) 歌登社会実験やその他の調査事例より 

5(㍑／人・日) 使用回数を 3回／日として設定 

BOD 11.3・SS 8.2
(g/100g 厨芥-WET)

国交省／国総研研究報告書より 
1,230(ｇ／人・日) 飲食店従業員 1人当たり（既往調査事例より） 

ごみ処理システムへの影響 

処理システム(収集運搬・中間処理施設・最終処分場)への

討では、先の前提条件をもとにディスポーザー導入によ

みが収集ごみ(ただし、事業系ごみの一部については直接

ため収集運搬に影響を与えない)に排出されない場合に

スト面に影響が生じる事項を現在の運転データより試算

た。 

試算結果を以下に示します。 

ごみ排出量が約12～28％減少 

発熱量が8～18％増加 

運搬に必要な車両台数が地区によって 1～２台減少、収

搬走行距離が5～9％減少 

処理量が2～26％減少し、それに伴って中間処理施設に

る電力や薬品使用量が減少 

処理施設(焼却処理)において発電を行っている施設では、

量が減少 

残渣が減少することにより、その運搬に必要な走行距離

1～24％減少 

処分量が 1～9％(中間処理有り)、13％(中間処理無し)

し、最終処分場の残余年数が増加 

コスト比較結果 

道およびごみ処理システムへの影響結果より、モデル都

算出した行政コスト評価結果を図 4.1～図 4.6 に示しま

た、モデル都市別の行政コスト評価結果を図 4.7 に示し

グラフの縦軸は費用減少額で、プラスとなるほど減少額

くなることを表しています。 

、コスト比較における算出項目と内容を表 4.2 に示しま
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4.2 コスト比較における算出項目と内容 

出コスト内容 具体例 

ける維持管理費増加 
例）管渠の清掃費や堆積物処分費，ポンプ場の電力費や沈砂し渣等運搬処分費

や清掃費 

管理費増加 
例）処理場の電力費や沈砂し渣等運搬処分費、薬品費や水道料金、汚泥ケーキ

運搬処理費 

費用 
例）消化ガスを売却している場合の収入 

 

集運搬費用削減 
例）収集運搬に関わる車両の削減費や燃料代の削減費、委託としている場合は

委託費用 

間処理施設維持管理費削減 
例）電力費や薬品費、水道料金、燃料代、焼却残渣の運搬に要する燃料代など 

 

電力売電収入 
例）余熱利用において発電を行っており、かつ、その余剰電力を電力会社に売

電している場合の収入 

埋立ごみ量の減少により増加する残余年数分の残存価格を単年度当たりの

コストとして算出 
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図 4.6 Ｅ都市 b地区のディスポーザー導入時行政コスト評価 
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図 4.5 Ｅ都市ａ地区のディスポーザー導入時行政コスト評価 
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4.4 環境面の評価 

ディスポーザーの導入時における影響を環境面から評価する

ために、対象とするシステム（下水道・ごみ処理・ディスポー

ザー使用者＝市民）における環境影響項目（エネルギー量・温

室効果ガス排出量）毎の負荷量を積み上げて試算しました。そ

の結果を図4.8 ならびに図4.9 に示します。なお、各図に示す

結果は算出した量を一人当たりにして示しています。 

エネルギー量(熱量)の評価では、事業者および使用者が使用す

るエネルギー量(電力・軽油・重油・ガスなど)および回収量(消

化ガス発電・ごみ発電)より算出しました。下水道システムおよ

び使用者ではディスポーザー導入によりエネルギー量が多くな

り、ごみ処理システムではごみ発電の状況により変動はあるも

ののエネルギー量は減少する傾向となり、全体では１都市を除

いてエネルギー量は増加する結果となりました。なお、増加分

は道民一人当たりの量に対して0.05％増、家庭におけるエネル

ギー量では0.02％増であり、現状に対しての影響は僅かです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．汚泥有効利用調査 

汚泥の有効利用形態は大きく緑農地利用・建設資材利用とエネ

ルギー利用に大別されます。 

表 5.1 と図 5.1 は全国と北海道での汚泥有効利用状況を示し

ています。全国ではセメント化や建設資材化による有効利用が

近年では増加しており、燃料化による有効利用も行われ始めま

した。対して北海道ではセメント化による有効利用が増加して

いますが、全国の有効利用状況と比べると緑農地利用による有

効利用が多い状況です。 

行政コスト評価では、下水道への負荷増加に伴って下水道シ

ステムでは費用増加となり、可燃ごみの削減に伴ってごみ処理

システムでは費用削減となりました。 

これらを合わせた各モデル都市全体での行政コストは、人口

規模の大きいＡ都市・Ｂ都市・Ｃ都市・Ｄ都市ではディスポー

ザー導入により減少するという結果となり、Ｅ都市両地区では

逆に行政コストは微増するという結果になりました。 

費
用
減
少
額
（
千
円
／
年
）
 

さらに、ディスポーザー導入に伴って使用水量が増加するこ

とから、下水道および水道の料金収入まで含めたコスト比較で

はＥ都市ａ地区では減少する結果となりますが、Ｅ都市ｂ地区

では料金収入を加えてもコスト増加する結果となりました。 

全体的な傾向としては、人口規模、つまり行政規模の大きい

都市では導入による行政コスト上でのメリットが顕著に表れて

いますが、普及に要する年数や最終的な普及率など前提条件の

適切な選択を十分考慮した評価が重要と考えられます。 

ディスポーザー100％普及時 

ディスポーザー 50％普及時 

 

 

 

次に温室効果ガス排出量の評価では、ユーティリティ使用量

や下水道およびごみ処理の各プロセスからの温室効果ガス排出

量を二酸化炭素ベースの負荷量に換算して算出しました。結果

はエネルギー投入量同様、下水道システムおよび使用者ではデ

ィスポーザー導入により二酸化炭素排出量が多くなり、ごみ処

理システムでは変動はありますが減少する傾向であり、全体で

は１都市を除いて二酸化炭素排出量は増加する結果となりまし

た。しかし、二酸化炭素排出量の増加分についても、道民一人

当たりの量に対しては 0.05％増、家庭における排出量では

0.15％増と僅かであり、エネルギー量同様に現状に対しての影

響は少ない結果となりました。 
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図 4.7 モデル都市のディスポーザー導入時行政コスト評価
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図 4.8 ディスポーザー導入によるエネルギー量(熱量)の変化 
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ディスポーザーを導入した場合の下水道システムへの影響で

示したように、モデル都市では発生汚泥量は１割から３割弱の

増加という結果になりました。したがって、ディスポーザーを

導入した場合に汚泥処理プロセスへ与える影響は大きいと同時

に、汚泥処分・有効利用状況に与える影響も大きいと言えます。 

現在、汚泥を埋立処分している場合は、最終処分場の残余年数

が減少します。ただし、ごみ処理システムにおいては埋立処分

量が減少することから、全体での残余年数は増加します。 

図 4.9 ディスポーザー導入による温室効果ガス排出量の変化 

 



また、民間産業廃棄物処理へ処理処分を委託して

いる場合は、その費用が増加します。 

一方、有効利用を行っている場合は有効利用量が

増加することになりますが、今後も安定した需要先

を確保しなければならず、同時に有効利用製品(肥

料・建設資材製品など)の価値に影響を与えないか検

証することが必要となります。 

また、ディスポーザー排水を下水道に受け入れる

ということは、下水道において利用可能なエネルギ

ーが増加するとも言えます。特に現状にて汚泥の消

化プロセスを有している下水道システムであれば、

発生量が多くなる消化ガスを利用する方法は効率的

で有効な循環利用方法です。 

消化ガスはクリーンエネルギーであり、これを利

用して直接熱源として利用する、モデル都市Ａのよ

うに発電して利用する、あるいはモデル都市Cのよ

うに都市ガスや工場へ供給するなど、ディスポーザ

ー導入後のエネルギー有効利用方法が考えられます。 

導入意識調査において寄せられた意見のとおり、

生ごみを下水道へ投入して処理したのちに埋立処分

するのであれば、循環型社会への形成とは言えない

ことからも、今後、ディスポーザー導入時の下水道

システムにおけるエネルギー回収システムや下水汚

泥有効利用技術の研究開発が望まれます。 

 

 

 

 

６．合流式下水道への影響調査 

ディスポーザーの導入による合流式下水道への影響が懸念さ

れています。家庭や工場などから出る汚水と雨水を別々の下水

管で流す分流式下水道に対し、合流式下水道は汚水と雨水を一

本の下水管(合流管)で流す方式です。晴天時に合流管を流れる汚

水はすべて処理場へ流れて処理後に放流されますが、雨天時は

汚水と雨水が混じった下水が一定量を超えると雨水吐室という

施設から川や海へ放流される仕組みであり、ディスポーザー排

水が合流管へ入ることにより、これまで以上に川や海へ汚い下

水が放流されることが予測されているためです。 
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表 6.1 合流式下水道における導入時の試算例 

ディスポーザー導入後 
項    目 

ディスポーザー

導入前 普及率50％ 普及率100％ 

発生汚濁負荷量(kg／年) 320,100 358,100 396,535 

 増加率 － 11.87％ 23.88％ 

放流汚濁負荷量  計 30,215 30,230 30,396 

 増加率 － 0.05％増 0.60％増 

必要滞水池容量（ｍ3） 2,100 3,200 4,500 

 増加率 － 52.4％増 114.3％増 

概算事業費 ±0 として 106,000 千円増 196,000 千円増
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表 5.1 汚泥有効利用の状況 （単位：ton/年） 

有 効 利 用 種 別 

セメント化 
建設資材化
（ｾﾒﾝﾄ化以外）

燃料化 その他 計 

195,663 76,044 130 31,984 749,945  

287,406 69,692 112 6,173 918,208  

379,829 76,301 133 16,371 1,095,611  

495,607 105,212 4,134 21,389 1,254,346  

507,147 181,564 1,077 23,126 1,356,437  

－ 32,476 － 220 107,759  

965 30,336 － 523 114,570  

6,211 22,474 － 2,798 117,425  

10,321 20,067 － － 118,667  

14,047 10,824 － － 117,550  

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

H11 H12 H13 H14 H15H13 H14 H15

 建設資材化 緑農地利用 
その他  セメント化 

 

北 海 道  国 

図 5.1 汚泥有効利用状況の推移 

合流式下水道を採用している都市を例に、ディスポ

入による合流下水道への影響について試算を行いま

結果を表6.1 に示します。 

水道緊急改善計画の目標である分流式下水道並みの

とするためには、対策施設である滞水池の容量を大

要がありますが、図 6.1 に示すようにこのコストを

しても行政コストは減少する結果となりました。 
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ディスポーザー100％普及時 

ディスポーザー 50％普及時 

流式下水道への対策費用を考慮した行政コスト評価例 



７．学識経験者からの意見 

ディスポーザー導入に関する社会の変化や循環型社会の形成

に向けた取り組みとして、各分野の学識経験者より意見を聴取

しました。 

• 下水道の分野 
 現在の汚泥有効利用は無機利用(建設資材やＮ・Ｐなどの農
業利用)が多いが、有機利用と分けて考える必要がある 

 消化ガスの利用は有機利用の方法として有効であることか
ら、どのように循環利用を進めていくか、さらに調査が必要

と考える 

 バイオマス利用の一施策として考え、各都市におけるバイオ
マス有効利用量における貢献度を考慮することもディスポ

ーザー導入の評価として考えられる 

• ごみ処理の分野 
 導入効果が見込める地域でのディスポーザーの導入は賛成 

８．まとめと今後の課題 

本基礎調査では、北海道内５都市６地区を選定してディスポ

ーザーの導入意識調査を行ったほか、モデル都市において導入

した場合の影響検討ならびに行政コスト評価や環境面への影響

評価を行いました。また、発生量増加が予想される下水汚泥に

ついて有効利用調査や合流式下水道への影響調査を行いました。 

導入意識調査では、ディスポーザー設置についてのメリット

については約７割の方が期待され、その利便性については理解

されているという結果となりました。いずれの都市においても

約３割の方が便利そうなので興味があるという回答となってい

ます。 

行政コスト評価では、行政人口規模の大きい都市ほど行政コ

ストが減少する結果となることが明らかになっています。この

うち合流式下水道の区域をもつ都市においても影響による対策

費用を加えた行政コストは減少する結果となりました。 

この結果からモデル都市のうち４都市においては、行政コス

トの優位性がありディスポーザー導入のメリットがある結果と

なっています。 

環境面の評価では、エネルギー量と温室効果ガス排出量とも

増加する結果となりましたが、その量は現状に対して僅かであ

り影響は少ない結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これまでごみ処理は集約して処理する考えで行っているが、
個別で処理できるものはすべきである。よって、戸建ては堆

肥に、マンションはディスポーザーの設置が有効であろう 

 ディスポーザー設置により、収集日までの生ごみ保管やごみ
出し作業などが軽減されて快適性が格段に向上する 

• 地域と暮らしの分野 
 導入意識調査においてディスポーザーの理解度が低い現在
では結果は妥当と思われる 

 導入にあたっては、ディスポーザーの使用方法の啓蒙が必要
であろう 

 現代は環境志向であり、ディスポーザー導入により環境にや
さしい、リサイクルができるという点をアピールできれば、

市民はそれに見合ったコストを払うという意識も持ってい

ると思う 

 

 

ディスポーザー導入により発生量が増加する汚泥については、

現在埋立処分している場合では最終処分場の残余年数が減少す

ることになりますが、ごみ処理システムを含めた全体での試算

では残余年数は増加する結果となりました。 

また、発生量が多くなる消化ガスをエネルギーとして利用す

ることは、既存の下水道システムを活用した効率的で有効な循

環利用方法と言えます。 

今後さらに、循環型社会を形成するためにディスポーザー導

入によって下水道システムへ取り込まれる有機性資源の有効利

用方法や技術（消化ガスの活用方法や下水汚泥有効利用技術な

ど）について研究開発が望まれるところです。 

最後に、今回調査は行政コストやエネルギー量などの面から

検討したものですが、この他にごみ最終処分場の環境に関する

評価や家庭でのディスポーザー導入費用を加えた総合的な検討

がなされるべきと考えています。 

いずれにしても、ディスポーザー導入による本道の生ごみリ

サイクル率は大きく向上することと考えられることから、今後

も十分検討がなされるべきものと思われます。 

北海道建設部まちづくり局都市環境課 
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